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我孫子市都市計画マスタープラン見直し方針 

 

 

１．都市計画マスタープランの見直しにおける背景と課題 

人口減少時代の入り口に立ち、持続可能な自立した都市として発展すること

を目指した現在の都市計画マスタープランを策定して、８年が経過しました。

この間、一層の少子高齢化と人口減少の進展に伴い、近時においては首都近郊

の大都市などを除き、全国的に空き地や空き家が増加し、市街地が希薄化する、

いわゆる“市街地のスポンジ化現象”が顕著になりつつあります。首都圏近郊

整備地帯に位置する本市ですが、人口減少や市街地のスポンジ化の速度を如何

に抑え、緩やかにできるかが、課題となっています。 

現在策定中の新しい基本構想においても、我孫子市人口ビジョンで示された

令和１６年時点での推計人口１２万２０００人に対し、更なる若い世代の定住

化策の効果を踏まえて、１２万３０００人を将来目標人口としています。 

本市における人口減少の大きな背景には、東京一極集中の加速に表れている、

職住近接・都心回帰といった、ライフスタイルやニーズの変化があると考えら

れます。 

若い世代の多くは、就業・就学などの場を都心に求め、自らのライフスタイ

ルや経済状況などに合う最適なエリアにおいて居住地を選びます。この「最適

なエリア」とは、居住地から就業・就学先までの移動時間、移動手段の利便性、

居住地の周辺環境、地価・家賃水準など様々な要因から決まるものですが、本

市の土地利用転換の傾向、人口推移や地価水準などを地区別に比較すると、特

に、都心からの移動時間、移動手段の利便性において、本市内に“分水嶺”が

あることが分かります。 

また、昨今、全国的に相次ぎ発生する大規模な災害などによる被害を背景に、

「居住地が災害などに対して安全・安心であること」、「在宅・サテライトなど

に対する意識の変化」、「居住地の周辺に自然が広がり、日常的に自然にふれあ

い親しめること」など、居住地として「最適なエリア」を選択するうえで本市

が都心に勝ることとなるニーズの変化を、東京一極集中の時代の潮流の中にあ

っても、垣間見ることができます。 

さらに、新たな広域幹線道路として、国において千葉北西連絡道路の検討が

進められています。当該道路は、移動時間の定時性、災害時の輸送の確保、産

業系土地利用の実現による雇用の確保・定住化等に大きく寄与するものです。 

これらを契機と捉え、選ばれるまちを目指してどのような都市づくりの方向

性を示すのか、それが、新しい都市計画マスタープランに求められるものであ

ると考えます。 



 

2 

第 90 回 我孫子市都市計画審議会 
我孫子市都市計画マスタープランの見直しについて 

 

２．都市計画マスタープランの見直しにおける大綱 

これまで、都市計画制度に沿って、広域交通結節点である鉄道駅を中心に商

業・業務地、高層住宅地、低層住宅地といった段階的な土地利用の誘導が全国

的に進められ、大規模商業施設の郊外立地が進展した以降においても、駅前活

性化が都市再生の最重要課題として捉えられてきました。 

これは、基本的にまちは駅を中心に形成され、駅周辺に商業や業務機能を集

積するのが合理的であるという考え方に立脚しています。 

しかし、全国の商業展開の実態に着目すると、駅至近の百貨店などは撤退が

相次ぎ、変わって幹線道路沿道における大規模商業施設の立地が相変わらず増

加しています。 

現行の都市計画制度によるまちづくりがスタートした昭和４５年以降、本市

においては、駅周辺への商業・業務機能の集約化とコンパクトなまちづくりに

一貫して取り組んできましたが、こと商業機能に関しては、これまでの駅周辺

への一点に集約するまちづくりの方向性の修正を迫られています。 

今後、本市が持続可能なまちを目指し、また若い世代から選ばれるためには、

魅力的なまちづくりに向けて、これまでのコンパクトな都市構造を維持しつつ

も、他市との差別化や購買行動の変化への柔軟な対応などの課題に優先的に取

り組むことが必要です。そして、地域のポテンシャルに着目し、本市にしか備

わっていない魅力を見直し、磨き上げ、本市としての花を咲かせることに注力

すべきと考えます。 

そのことから、次の３点を大綱として定め、これに沿って都市計画マスター

プランの見直しを進めます。 

 

（１）住宅都市としてのアイデンティティの確立による他市との差別化 

本市は、かつては手賀沼を望む風光明媚な景色から“北の鎌倉”と呼ば

れ、高度成長期には首都圏通勤世帯にとってのゆとりある住宅都市（ベッ

ドタウン）として発展してきました。いわば、住宅地自体が本市の魅力だっ

たといえます。 

近年は、比較的大きな宅地が次々と細分化され、ゆとりある住環境が失

われる一方で、空き家の増加がまちの魅力低下につながることが危惧され

ています。 

そこで、住宅都市としての我孫子市のアイデンティティをあらためて見

つめ直し、人口減少とともにゆるやかに希薄化していく住宅地を如何に魅

力あるものにしていくか、考え方を示していきます。 
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（２）活力のある都市づくりに資する土地利用誘導方針の具体化 

雇用創出、税収の増加、関係人口の拡大などまちに活力を生み出す、産業

系の土地利用の実現に向けて、市の関連計画等で示される適地を、本マスタ

ープランで拠点として位置付けるとともに、他の計画との整合を図りながら、

国の千葉北西連絡道路の整備検討の動向、民間事業者の立地ニーズなどに的

確に対応して、土地利用の方針を具体化していきます。 

商業系土地利用については、商業統計や購買行動の調査結果から、商圏ご

とに、既に一定の商業機能の住み分けがなされていることが見て取れます。

多くの市民が、本市における脆弱な商品群を求めて自家用車で市外へ流出し

ている傾向が明らかとなっており、このような商品群を備えた商業施設を自

動車交通に適応した場所に誘致することで、「駅周辺の商業・業務機能」と「新

たに誘致する商業機能」が相乗効果を発揮し、まちの魅力向上によって、定

住化を促進することが期待されます。 

工業系土地利用について、本市には工業系として利用できるまとまった土

地が少なく、新たな企業の立地ニーズに応えられない状況にありますが、適

地を選定し企業を誘致することで、職住近接により雇用の創出や定住化の促

進といった効果が期待されます。 

このような産業系土地利用の実現に向けて、駅前商業機能のあり方、新た

な商業地・工業地の適地と機能について、考え方を示していきます。 

 

 

（３）魅力あるまちなみのビジョンの提示 

本市の魅力を向上させるための取組として、自然と歴史が調和した魅力あ

る都市づくりのビジョンを提示します。 

本市のシンボルである手賀沼の周辺には文化や歴史、豊かな自然など我孫

子ならではの魅力があふれていることから、本市の魅力を発信するためのポ

テンシャルは十分です。 

将来にわたって人を惹きつけるまちを目指していくため、水と緑豊かな、

歴史が調和した魅力的なまちなみのビジョンを示していきます。特に、本市

のシンボルロードである公園坂通りは、市民が誇れる“歩きたくなる道”と

しての在り方を示していきます。 

 

 

３．策定に当たっての基本的な事項 

都市計画マスタープランは、計画期間を２０年として平成１４年に策定され、

策定から１０年の経過を前に、見直し後の基本構想に即すよう中間見直しが行

われ、平成２４年に現行のマスタープランが策定されました。 
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少子高齢化と人口減少が相当の長期に渡って見込まれる状況において、本市

が示す市の将来都市像は、長期的な視点で設定するべきものです。また、社会

情勢の変化や千葉北西連絡道路の整備動向などに対応して中間見直しを柔軟に

実施し、持続可能な都市づくりの方向性を適宜、軌道修正することが適切と考

えられます。 

大綱三点を含め、持続可能な自立した都市づくりに必要な事項については関

連計画との整合を図りながら記述し、情報を随時公開し、市民の声を反映しな

がら作成していくこととします。 

なお、現在、国において検討が進められている千葉北西連絡道路は、そのル

ートや道路構造、既存道路網との接続位置等により本市の土地利用や交通ネッ

トワークに多大な影響を及ぼすと考えられることから、本マスタープランにお

いては、最新の情報を踏まえながら可能な範囲において将来土地利用のビジョ

ンを示していきます。 
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都市計画マスタープランの見直しについて 
 
１． 都市計画マスタープランの位置づけ 
 
都市計画に関する基本的な方針 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 において「市町村は議会の議決を経
て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとする。」とさ
れている「市町村の都市計画に関する基本的な方針」です。 

  
 

 
基本構想及び区域マスタープランとの関係 

都市計画マスタープランは、議決を経て定
められた市町村の建設に関する“基本構想”及
び県が広域的見地から定める都市計画に関す
る基本的な方針である“都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針”（以下、「区域マス」とい
う。）に即すとともに、市の関連計画との整合
や連携を図り策定するものです。（千葉県が行
う区域マスの次回見直しは、令和 6~7 年度に
予定） 
 
 
都市計画マスタープラン策定の趣旨及び背景 

 現行の都市計画マスタープランは、平成 23 年の基本構想見直しを受け、翌年、持続可能
な自立した都市として発展することを目指して策定したものです。 

策定から 8 年経過し、少子高齢化・人口減少その他の社会情勢の変化や住宅都市として
発展してきた本市の課題に対応するとともに、現在見直し中の新たな基本構想において予
定されている将来都市像『未来につなぐ 心やすらぐ水辺のまち 我・孫・子』の実現に向け、
土地利用に大きな影響を及ぼす広域交通網などの整備動向、地域の産業構造及び法改正等
を踏まえ、現在のコンパクトな都市構造を維持しながら「我孫子ならではの魅力と住み続け
たいと思える、快適で活力のある持続可能なまち」のあり方、市全体の土地利用の方向性や
⾧期的な将来ビジョンを明確にし、具体的な都市計画を定める際の基本方針とするため策
定するものです。 

さまざまな課題や変化に対応し、また市民がまちの変化を感じられるよう、柔軟性及び計
画のわかりやすさに配慮するとともに、より実効性の高い計画とするため他の関連計画等
との役割分担、連携強化を図りながら策定を進めます。  
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２． 都市計画マスタープラン見直し方針（案）について 
都市計画マスタープラン見直し方針（案）の大綱 

 住宅都市としてのアイデンティティの確立による他市との差別化 
 活力のある都市づくりに資する土地利用誘導方針の具体化 
 魅力あるまちなみのビジョンの提示 

 
３．都市計画マスタープランの見直しにあたって 
計画期間について 

都市計画マスタープランの計画期間については、基本構想の計画期間（令和４年 令和
15 年）、都市計画は概ね 20 年後の都市の姿を展望したうえで⾧期的視点から定めるもので
あることなどを考慮して定めていきます。また、計画期間内において都市計画への影響の大
きい事由が発生した場合については、必要に応じて適宜見直しを行うこととします 
構成について 

都市計画マスタープランの構成については、現行計画の構成も参考に、地域別構想におけ
る地域設定等について、市の関連計画等との連携強化を含めて検討していきます。 

〈参考〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
策定の実施体制 

策定にあたって、下記の都市計画マスタープラン策定委員会をはじめ、学識経験者や公募
委員等で構成される我孫子市都市計画審議会の意見等を反映させながら策定を進めます。 

また、市民の意見を広く伺うため、市ホームページの専用ページ等により、策定の方針や
進捗状況等を公開するとともに、場を限定することなく意見を受付られる場を設け、検討作
業を進めていきます。（ホームページは見直し方針の掲載準備等が整い次第、開設予定） 

 
都市計画マスタープラン策定委員会 
企画課⾧ 資産経営課⾧ 市民活動支援課⾧ 市民安全課⾧  社会福祉課⾧  手賀沼課⾧ クリーンセン
ター課⾧ 商業観光課⾧ 企業立地推進課⾧ 農政課⾧ 道路課⾧ 交通課⾧ 下水道課⾧ 治水課⾧ 都
市計画課⾧ 建築住宅課⾧  公園緑地課⾧ 市街地整備課⾧ 水道局経営課⾧ 文化・スポーツ課⾧ 

我孫子市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱／令和 2 年６月 11 日 

将来都市構想 
現在のまちの姿と課題  都市づくりの目標 
将来の目標人口     将来の都市構造 

全体構想 
土地利用の方針 
都市施設の整備方針 

（道路・交通、公園・緑地、供給処理施設等） 
公共公益施設の整備方針 
住宅の整備方針 
景観形成の方針 
自然環境の保全・活用方針、防災の指針 

地域別構想 
地域別の整備構想図※ 
（地域の特性や課題に対応する施策
の位置の明示） 

 
地域設定※未定（今後の検討事項） 
例えば、西側・東側（常磐線沿線・成
田線沿線）など 

計画の実現に向けて  推進する方法・方策、推進するための体制等 
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